
平成21年２月５日
警察庁生活環境課

平成 2 0 年 中における人身取引事犯について

１ 人身取引事犯の検挙状況等

(1) 検挙状況(括弧内は女性)

ア 被疑者の国籍等 イ 外国人被疑者検挙時の在留資格等

日本人配偶者の割合が増加

【平成 20年】 【平成 20年】

【平成 19年】

【平成 19年】
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(2) 被害状況

ア 被害者の国籍等 イ 被害者保護時の在留資格等

フィリピン人被害者の割合が減少 興行資格の割合が減少

【平成 20年】 【平成 20年】

【平成 19年】 【平成 19年】

ウ 被害者の年齢

【平成 20年】 【平成 19年】

エ 被害実態

被害女性に多額の借金を負わせて売春に従事させる事例や、旅券

を取り上げたうえでホステスとしての役務や同伴出勤を強いる等の

事例が見られる。

２ 台湾ルート売春目的人身売買事犯（千葉県警察）

台湾国内の送り出しブローカーが、新聞広告で日本でホステスとして稼働する女性を募った

うえ、成田市内所在の複数のスナックに 1 人 30 万円で売り渡し、買い受けた経営者らは、被
害女性に数十万円の借金を負わせ、売春を強要した。

千葉県警察は、平成 20 年２月から同年 10 月までの間に当該スナックを摘発、台湾人女性経
営者ら５名を売春防止法違反(契約・周旋・管理売春)等で検挙するとともに、台湾捜査当局に

対してＩＣＰＯルート等による台湾送り出しブローカーに関する情報提供と検挙要請を行った。

台湾捜査当局は、平成 21年１月当該ブローカーを逮捕した。
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